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初年度必要経費・補助金・奨学金などについての説明

金額については、すべて令和２年度実績となります。令和３年度につきましては、変更の可能性
もありますことをご承知おきください。
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初年度の必要経費について
入学金は、２０万円です。推薦入試の方は、2月2日までに、一般入試の方は3月19日までに必
要となります。
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校納金について
年額分を3ヶ月分ずつ4期（4月・7月・10月・1月）に分けてお支払いただきます。
内訳の授業料は月額34,400円です。教育充実費は月額4,600円です。保護者会費は800円、生
徒会費は200円です。ただし、保護者会・生徒会については、入会金がありますので、1年生の4
月に徴収させていただきます。
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実費徴収金について

学年費と修学旅行積立金があります。学年費については、コースによって金額が異なりま
すが、おおよそ8万円前後となります。この学年費には、教材費・文化祭や本山研修などの

行事費・心電図や基礎力診断テストなどの検査費・スポーツ振興センターへの加盟費など
が含まれます。修学旅行積立金については、年によって変動がありますが、だいたい８万
円程度を1年次と2年次で分けて徴収させていただきます。
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入学に際して、制服代が65,000円程度、体操服やスリッパなどの制定品代が３万円
程度、教科書代が２～３万円程度必要となります。
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補助金について

補助金は、国の補助金制度「就学支援金」と、愛知県の補助金制度「授業料軽減」およ
び「入学納付金補助金」があります。
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保護者の所得により区分が「加算・甲①、一律・甲②、一律・乙、一律・その他、非該当」に割り振られ、
補助額が決定します。補助額は、最高額が本校授業料の34,400円になります。したがって、先ほど説明

しました校納金の授業料以外の部分、つまり、教育充実費や学年費につきましては、ご負担いただくこ
とになりますのでご注意ください。入学金についても補助金が出ますが、最高額は本校の入学金２０万
円となります。



8

一覧表の所得基準について

判断基準は、課税証明書に記載される「課税標準額」と「調整控除額」になります。所得基準の年収につき
ましては、あくまでおおよその基準ですのでご承知おきください。補助金制度については、入学後申請して
いただくこととなります。実際に補助金が給付されるのは、申請後、県からの決定通知が来てからになりま
すので、入学金や第1期の校納金は全額ご用意いただくことになります。
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生活保護世帯および非課税世帯の方を対象とした給付金について

愛知県と名古屋市それぞれございます。愛知県の奨学給付金は、きょうだいの有無など、条件に
より金額が異なりますが、52,600円、103,500円、138,000円の給付があります。名古屋市奨学金
は、72,000円の給付となりますが、こちらは審査がありますので受給できない場合もあります。
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名古屋市や多くの市町村の、授業料補助制度について

補助金制度は、ここ数年私立学校入学者にとって、かなり充実してきております。ちなみ
に本校では9割近くの方が対象となっています。
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尾張学園入学金減免制度・入学支援制度について

お子様が入学された時点で、お父様・お母様・ご兄弟が本学園に在学・卒業されている場合の、入学金の
減免および支援制度になります。

① お兄様・お姉様が、名古屋大谷または豊田大谷に在学中の場合は、入学金２０万円全額分が還付対象
となります。

② ご兄弟が名古屋大谷または豊田大谷に同時に入学される場合は、それぞれの入学金の半額１０万円が
還付対象となります。

③ お父様・お母様・お兄様・お姉さまが、本学園の卒業生の場合は、入学金の半額１０万円が還付対象と
なります。ただし、こちらについては、先ほど説明しました愛知県の入学納付金補助制度を優先的に受けて
いただき、本校に納めた入学金から補助金額を差し引いた額について還付させていただきます。

①の方については、上限２０万円、②③の方については、上限１０万円となります。ただし、愛知県補助金制
度の区分が甲の方につきましては、補助金で２０万円全額分が還付されますので、尾張学園の入学支援制
度として、制服代（夏冬一式セット）および体操服代相当の額を還付させていただきます。これらの、還付に
つきましては、いずれも入学後の還付となります。
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本校の奨学生（特待生）の奨学金について

奨学生には、学業奨学生１・２・３と技能奨学生A・B・Cがあります。学業奨学生１と技能
奨学生Aの方は、入学金全額２０万円が免除となります。また授業料34,400円と教育充
実費4,600円の全額分、月額で39,000円が給付されます。学業奨学生２と技能奨学生B
の方は、入学金後納分１８万円が免除となります。また授業料半額分17,200円と教育充
実費半額分2,300円の月額19,500円が給付されます。学業奨学生３と技能奨学生Cの方

は、年額で６万円の給付、月額にすると５千円の給付となります。なお、学業奨学生１と
技能奨学生Aの方は、授業料が全額免除となりますので、愛知県の補助金は受けられ
ません。また、学業奨学生２と技能奨学生Bの方も、愛知県の補助金の一部が受けられ

ない場合があります。ただし、いずれの場合も、国の就学支援金については受けること
ができます。
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その他の奨学金等について

尾張学園の育英資金は、月額５千円、年額６万円のものです。東本願寺の奨学金は、年額５万
円程度です。それぞれ若干名の方に返済不要で給付します。
愛知県の高等学校等奨学金は、愛知県が貸与するもので、月額３万円と、月額11,000円のもの

がありますが、後に返済していただくものです。その他にも、公的な奨学金がありますので、そ
の都度ご案内させていただきます。
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検定・資格取得支援制度について
対象となる各種検定・資格取得の2級以上の合格者には、検定料を全額補助する

制度です。対象となる検定につきましては学校案内に記載してありますのでご確認
ください。


